
広 報 さ い 平成 年 月号

仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティーあふれる税務職員
を募集しています。
国の財政を支える税務職員に、あなたもチャレンジしてみませんか？
受験資格
平成 年 月 日において、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
して 年を経過していない方および平成 年 月までに高等学校または中等教育学校を
卒業する見込みの方
人事院が に掲げる者と同等の資格があると認める方
受験申込受付期間
インターネット 平成 年 月 日（月）から平成 年 月 日（水）まで
郵送又は持参 平成 年 月 日（月）から平成 年 月 日（木）まで
受験申込方法
受験申込みは原則インターネット申込みとする。
郵送または持参用受験申込書の請求は、最寄りの税務署、仙台国税局人事第二課または
人事院東北事務局へ行う。
第 次試験日
平成 年 月 日（日）

【お問合せ】仙台国税局人事第二課試験研修係 内線
人事院東北事務局

人権擁護委員（法務大臣が委嘱）が、みなさんの悩みや人権の相談に応じますので、お気
軽にご利用ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。
遺産相続、遺言、土地境界のトラブル 土地や建物の登記に関すること
家庭内でのいざこざ 職場でのセクハラ 学校でのいじめ
サラ金問題 借地、借家に関する問題 など
日 時 月 日（月） 午前 時から午後 時まで
場 所 津軽海峡文化館 アルサス 階会議室
人権擁護委員 佐々木寛昭 佐井村大字佐井字古佐井 番地

東出 竹子 佐井村大字佐井字磯谷 番地
田中 豊衛 佐井村大字長後字福浦川目 番地

【お問合せ】住民・環境部門 担当 品田

平成 年 月 日から 印紙税法 が改正されています。
領収証 などの非課税範囲の拡大

これまで、記載された受取金額が 万円未満のものが非課税とされていましたが、平成
年 月 日以降、非課税範囲が受取金額 万円未満のものまで拡大されました。

不動産譲渡契約書 や 建設工事請負契約書 の印紙税軽減措置の延長および拡充
軽減期間が延長されるとともに、契約金額が 千万円超のものに適用されていた軽減範

囲および税額が、平成 年 月 日以降、 千万円以下の一部にも拡大され、 千万円超
のものは更に軽減されました。
詳しくは、国税庁ホームページ（ ）をご覧ください。

【お問合せ】むつ税務署 調査部門


